
広域行政の組織・機構

企業団の構成団体  県　1 ・ 市　11 ・町　15・村　1  市　11 ・ 町　15 ・ 村　12  市　10 ・ 町　15 ・ 村　12  市　32 ・ 町　9 ・ 村　1 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市
 一部事務組合 　大阪市を除く42市町村

企業団議会 企業団議会 組合会議会　　 組合議会 企業団議会 企業団議会
意思決定機関 定数、選出方法及び任期等 　　　議員　　7地区　7人 議員 　11区分　25人 構成団体の議会の議員から 神戸市会議員 8人 (69)

企業団の規約で定める 別に定める地区ごとにそれぞれ 別に定める区分ごとに組合議員数 選ばれた議員　33人で構成。 尼崎市議会議員 3人 (41)
1人ずつ互選さてた市町村の長 を区分を構成する市町村の長又は 堺市（3）岸和田市、豊中市、池田市 西宮市議会議員 2人 (35)
をもって充てる。 議員の中から選出。 吹田市、泉大津市、貝塚市、守口市 芦屋市議会議員 1人 (21)

任期 1年 枚方市、枚方市、八尾市、富田林市 宝塚市議会議員 １人 (26)
寝屋川市、河内長野市、松原市

議長及び副議長 組合議員の内から 大東市、箕面市、柏原市、門真市 計 15人
　　組合会の議員から組合会に 議長及び副議長各1人を選挙。 摂津市、東大阪市、泉南市、
　　おいて選挙する。 四条畷市、大阪狭山市、阪南市 各市議会においてその市議会議員のうちから

豊能町、熊取町、田尻町、岬町 選挙する。
太子町、千早赤阪村、各1人

運営協議会 関係団体の長 区分を構成する市町村の長の 首長会議 組織する市の長
予算、決算等 代表者1人をもって充てる。 　構成団体の長をもって充てる。
重要事項の協議 運営に必要な事項は管理者が 管理者会（下部組織）

定める。 構成市の水道事業管理者

執行機関 企業長 管理者 管理者 1人 企業長 企業長
　組合会において、組合市町村 　　組合市町村の長の互選。 　構成団体の長の互選。 議会において選挙する。

補助職員 　の市長から選挙する。 任期　　当該構成団体の長の任期。 任期　4年
     副企業長 副管理者 2人

副管理者 　　管理者の属する市町村以外の 補助職員 副企業長
（職員） 　組合会において、組合市町村 　　組合市町村の長の互選。 　企業長が任命。 議会の同意を得て企業長が選任する。

　の町長及び村長からそれぞれ 任期　4年
　1名選挙する。 任期 組合市町村の長として

在任する期間。

会計管理者 会計管理者は職員のうちから
　組合市町村の職員のうちから、 管理者が任命。
　管理者が任命する。

（職員）

監査委員 監査委員 管理者が組合会の同意を得て 管理者が議会の同意を得て 企業長が議会の同意を得て 企業長が議会の同意を得て選任する。
財務や事務を監査 得て組合会の議員及び 組合議員及び識見を有する者の 2人 任期　2年

識見を有する者のうちから うちから各1名選任する。
それぞれ1名選任する。 任期 4年
任期　　識見を有する者 見識を有する者の任期 4年

2年

選任する。　　　
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